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公安委員会指定

那覇市寄宮2丁目5番45号 電話（098）854-2440本店/
新都心支店/那覇市安謝2丁目4番18号 電話（098）869-8131

“争族（相続争い）対策を優先する”
相続税を考えるとき、節税対策より
　　　　　　　　争族（相続争い）対策を優先する。
　　　　相続争いをすると税金が高くつく！

（相談は無料）

税理士　八幡　繁信　　税理士　浦本　智香子
（旧姓八幡）


